
• 耐用年数、耐用使用回数を超過した媒体がある 

• CD/DVD/レーザー・ディスクやオープン・リール・テープが大量に保管されている 

• 不要なデータの機密性が高く、社外での廃棄を依頼できない 

お客様のメリット 

• 電子媒体を裁断･回収し再資源化。廃棄・リサイクルを一貫し、契約の一本化が可能 

• 廃棄に伴う重要データや個人情報の漏洩などのリスクを軽減 

• 短時間で大量処理が可能（例：約 4 時間でカートリッジ・テープ 1500 本） 

サービス概要 

お客様敷地内または IBM 指定の場所で、専用車両に搭載された裁断装置を使用して電子媒体

を裁断（破壊）し、回収します。 

サービス対象媒体については、産業廃棄物管理伝票（マニフェスト）を起票し、廃棄処理が

終了するまで管理をおこないます。また、年度ごとの環境省への報告を実施しマニフェスト

は 5 年間保管します。お客様には必要に応じていつでもマニフェストのお渡しが可能です。 

作業終了後、作業完了報告書・資産滅却報告書を発行します。 

IBM は、環境大臣より産業廃棄物広域認定制度の認定※を受けた者として、メディア裁断・回収サー

ビスを提供いたします。 

※「廃棄物の処理および清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号）の第 15 条の 4 の 3 第 1 項の

規定に基づく認定（環廃産発第 070326003 号 広域認定証認定番号第 87 号） 

お勧めしたいお客様 

メディア裁断・回収サービス 

不要、廃棄対象となった電子媒体を裁断、裁断物を回収し再資源化します 



 

【オンサイト・サービス】お客様施設内で裁断作業を実施、裁断物は IBM にて回収、廃

棄 

【オフサイト・サービス】お客様指定場所にて廃棄対象メディアを受領後、IBM 広域認定中

間処理業者へ搬送し裁断作業を実施し廃棄 

なお、裁断のみをご希望の場合も承ります。 

【対象媒体】電子媒体：磁気テープ、フロッピーディスク、光ディスクなど 

裁断できない HDD については当該車両内での物理破壊装置（強磁気・圧迫破壊）にてデータ

消去対応可能 

【サービス提供時間】基本時間：月曜日から金曜日 

9 時から 18 時 

• 時間外は要相談 

• 沖縄・離島はサービス提供対象外 

【サービス価格】個別見積 



関連情報 

家庭系PCをお使いのお客様へ家庭系 PC（個人のお客様がご使用の機器）を対象にしたサー

ビスは Lenovo 社が提供しております。家庭系 PC に関するサービスやお問い合わせについて

は、以下をご覧ください。 

→家庭系 PC 回収リサイクル・サービス 

→お申し込み 

 

お問合わせ 

お問合わせフォーム：ibm.biz/TSS_contact 

日本 IBM  環境への取り組み 
→ 使用済パソコン回収・再資源化実 績 

http://www.ibm.com/links/?cc=jp&lc=ja&prompt=1&url=http%3A%2F%2Fwww.lenovo.com%2Fservices_warranty%2Fjp%2Fja%2Frecycle%2Fpersonal%2F
http://www.ibm.com/links/?cc=jp&lc=ja&prompt=1&url=http%3A%2F%2Fwww.lenovo.com%2Fservices_warranty%2Fjp%2Fja%2Frecycle%2Fpersonal%2F
http://www.ibm.com/links/?cc=jp&lc=ja&prompt=1&url=http%3A%2F%2Fwww.lenovo.com%2Fservices_warranty%2Fjp%2Fja%2Frecycle%2Fapplication.html
http://www.ibm.com/links/?cc=jp&lc=ja&prompt=1&url=http%3A%2F%2Fwww.lenovo.com%2Fservices_warranty%2Fjp%2Fja%2Frecycle%2Fapplication.html
https://www.ibm.com/account/reg/jp-ja/signup?formid=MAIL-services2
http://www.ibm.com/services/jp/ja/it-services/technical-support-services/kankyo/index.html
http://www.ibm.com/services/jp/ja/it-services/technical-support-services/kankyo/index.html

